
農業信用保証保険制度のしくみ

農業信用保証保険制度は、農業近代化資金等各種資金の融通を円滑にする ためのもので、

① 農協等融資機関の農業者等に対する貸付けについて、県の農業信用基金協会が行う債務保証

② その債務保証等について、大数の法則に基づいて全国レベルでのリスク分散を図るため、独立行政法人
農林漁業信用基金が行う保険等

から構成されています。
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